
宅地内等給水管漏水修繕工事に関する要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、寒河江市水道給水条例（昭和３７年市条例第１２号。以下

「条例」という。）第８条第２項に基づき、水道事業管理者の権限を行う市長（以

下「管理者たる市長」という。）が、給水装置所有者（以下「所有者」という。）

に替わり実施する宅地内等給水管漏水修繕工事（以下「修繕工事」という。）に

ついて必要な事項を定め、有収率の向上及び水資源の有効活用を図ることを目

的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、条例において使用する用語の例のほか、

次の各号に定めるところによる。 

⑴ 漏水 給水装置の漏水をいう。 

⑵ 支障物件 建物、工作物、樹木、埋設物等で、工事に支障のある物件をいう。 

⑶ 第一止水栓 道路と宅地等との境界から最も近くに設置された宅地等内に

ある止水栓をいう。 

（修繕工事の範囲） 

第３条 修繕工事の範囲は官民境界より水道メーターまでの範囲とする。ただし、

受水槽を設置している場合や建物内に水道メーターがあるなど特殊な場合は、

第一止水栓までとする。 

（修繕工事の内容） 

第４条 修繕工事の内容は、次の各号のとおりとする。 

⑴ 修繕工事は、漏水部分のみの工事とする。 

⑵ 修繕工事は、同口径での工事とする。 

⑶ 修繕工事の復旧は、取り壊した部分のみの修復とする。 



⑷ 修繕工事の仕様は、寒河江市給水装置工事設計施工基準に基づくものとす

る。 

⑸ メーターが官民境界又は私道等との境界から延長がある箇所に設置されて

いる場合又は検針の困難な箇所に設置されている場合は、官民境界又は私道

等との境界の直近に移設する。 

⑹ 宅地内に障害物があるときで、同一経路に布設することが困難な場合は、配

水管への取付口、布設の位置又はメ－タ－の設置箇所を変更することができ

る。 

（修繕工事の回数） 

第５条 修繕工事の回数は、一給水装置につき一回を原則として実施する。 

（修繕工事費の負担） 

第６条 修繕工事に係る費用は、管理者たる市長の負担とする。ただし、次の各号

に係る費用は、管理者たる市長の負担としない。 

⑴ 修繕工事範囲における、支障物件の移設及び復旧工事 

⑵ 漏水への起因が、所有者又は使用者の過失による破損が明らかな場合の工

事 

⑶ 修繕工事範囲における、その他の特別な事案が発生した場合の工事 

（修繕工事の承諾） 

第７条 修繕工事の承諾は、次の各号のとおりとする。 

⑴ 修繕工事の実施確認は、宅地内等給水管漏水修繕工事承諾書（様式１）に掲

げる事項について所有者から承諾を得てから行うものとする。 

⑵ 承諾書は、原本を上下水道課が保有し、写しを所有者が保有するものとす

る。 

（修繕工事の条件） 

第８条 修繕工事は、次の各号に該当する場合は行わない。 



⑴ 漏水への起因が、所有者又は使用者の過失による破損が明らかな場合 

⑵ 給水装置の使用者に水道料金の滞納がある場合 

⑶ 前条に定める承諾が得られない場合 

⑷ その他、所有者又は使用者等が解決すべき特別な事案が発生した場合 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和７年１月６日から施行する。 


